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前漢西北辺境と関東の戌卒

居延漢簡にみえる兵士出身地の検討を通 じて

高 村 武 幸

要旨 本稿では,居 延渡簡の分析を通 じて,前 漢西北防衛線における部隊編成方式とそ

の時期的な変遷,な らびに当時 「河西四郡」(現 甘露省西部)に 送られた戌卒(守 備兵)

の出身地が 「関東」(現 河南 ・山東省一帯)に 集中した原因について考察 し,以 下の結

論を得た。

① 特定の部隊には特定の関東諸郡国出身の成卒が継続 して配属 されており,出 身郡国

別の部隊編成が行われていた。それには現地部隊の軍事的要請 ・関東諸郡国の地理的

位置が影響していた。前漢末期には,辺 境の安定と発展を背景に,辺 境出身の戌卒が

増加 した。

② 関東,特 に黄河下流域は水害の被災地であり,そ の被災民が多く河西四郡 に移民さ

せ られて以来,関 東と河西との間には人的な面で密接な関係が構築 されていた。 さら

に,首 都圏である関中(現 陳西省)が 関東を支配する,秦 帝国以来の構造を背景 とし

た 「関東の民が西北防衛を担う」との慣習ない し制度が存在 していた。以上が,河 西

四郡の戌卒の出身地が関東に集中 した原因である。

キーワー ド:居 延漢簡,前 漢西北防衛線,河 西四郡,関 東の戌卒

は じ め に

エチナ河流域の漢代張抜郡辺防施設跡から発掘された展延漢簡は,西 北辺戌の実態解明に大

いに資 し,展 延に駐屯 した戌卒(守 備兵)・ 田卒(屯 田兵)に ついて多くのことを明 らかにし

たが,な お以下のような問題が残されている。

① 内郡国出身戌 ・田卒の出身郡国が,「関東」1)に集中 していることは,労 幹 ・西村元佑両

氏がすでに指摘されているが,理 由が不明確である2)。しかもそれらの郡国 は関東で も一

部地域 に集中 しており,そ の理由も不明である。

② 居延都尉府に所属 した辺防施設(例:甲 渠候官)遺 跡出土戌 ・田卒簡と,肩 水都尉府所

属辺防施設(例:肩 水俣官など)遺 跡出土のそれとを比較すると,戌 卒の主要出身郡国は
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両者間で明確に異なっている。 これは何故か。

③ 前漢西北地域の状況の変化一旬奴 との和平,辺 郡の充実等一が,辺 郡防衛体制にいかな

る影響を及ぼしたのか,漢 簡からうかがうことは出来ないか。

本稿は,以 上の疑問について居延漢簡中の戌 ・田卒の出身地を記す簡(以 下,戌 卒簡 ・田卒

簡と称す)を 集めて作成 した,出 身郡国 ・出土地別分類集計表から検討 し,前 漢西北防衛の実

態を明らかにしょうと試みるものである。居延渡簡の主な発掘は1930年 代 と1970年 代の2回

で,以 下,前 者を30年 代簡,後 者を70年 代簡と称する。

なお鷹取祐司氏に内郡国か らの戌卒の徴発と移動についての研究があり,本 稿の論点と密接

に関わるため,そ の概要をここであらか じめ記 しておく3)。

① 戌卒 は1年 間就役 し,4月 旦に交替 した。

② その徴発は1郡 内の1県 ないし一部の県のみで実施 され,郡 全体での徴発はなかった。

③ 徴発された戌卒は県毎に30台 程の車両隊に編成された。車両1台 毎 に:車父'(車 を専門

に扱 う兵)1名,戌 卒10名 程が配属され,郡 治で県支給の衣類を受領 し,任 地へ潜 いた。

④ 戌卒車両隊は出身県の属吏 と,郡 太守の命で同行する長吏に引率され,武 威郡姑戚別庫

で武器を受領 し,任 地に赴いた。姑賊で受入先の居延からの長吏が合流 した4)。

⑤ 家族同伴の戌卒は,地 元辺郡出 図1張 抜郡軍事組織図

身者 に限定されるので1まないか。
張抜太守府戌卒

の徴発 ・移動の具体的実施形態

は,⑤ について検討の余地を残す以外,展 延都尉府 肩水都尉府

ほぼこの説に従 ってよいであろう。 ま

た,姑 戚の武器は敦煙郡配属の戌卒に 候 官 倉●庫 居延慶 墾 官 倉●庫 騎馬農
(居延 ・甲渠(房 水・

も貸与 され てお り,居 延(張 抜郡)に ●珍北●珊井)広 地'稟 他)

限 らず河西辺戌の卒は一度姑戚に集結_ 部 候)部(候)肩 水金関

して武器 を受領 し,各 受 入先 派遣の長(肩 水俣官指揮下)

吏 と と もに任地 へ赴 いた と考 え られ 駆

る5)。本 稿に関係 す る張抜郡 軍 事組 織 永田英正r居 延漢簡の研究』第二部第四章 「簡腰よりみたる漢代辺

_郡 の統治組織」(同朋舎,1989年)を 参考に作成は図
1に,・ 関係 地図は図2に7し た。

また,引 用簡順 史料中に用 いた記号 は各 テキス ト(注 末尾参照)に 従 った。

守

第1節 簡の集成と年代推定

簡の集成に際 しては,以 下の基準で選択 した。

① 戌卒,田 卒などの卒について記 しており,そ の出身郡国が確定できる簡。

② 書式か ら卒についての記載と推測でき,郡 国名の記載を有する簡。
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高村 武幸

ただし,同 一簡に同郡国出身者が複数記載 されていても,1例 と数えた。

集成 した簡を戌卒 ・田卒 ・出身郡国別に分類したものが表1・2で ある。集成 した簡は全て

末尾の附表にまとめた。各簡出土遺跡の位置については,図2-B・ 居延地区遺跡分布図を参照

されたい。なお本稿では,あ る辺防遺跡から発掘された戌卒簡を,そ の辺防部署に当時配属さ

れていた戌卒を示すものと考えることとする6)。それでは考察に移る前に,本 稿で使用 した簡

の年代推定を行なっておきたい。

田卒については,30年 代簡を用いた尾形勇氏の研究によれば7),田 卒の出身郡国に多い潅腸

郡 ・大河郡 ・昌邑国は後に改名 されており,そ の改名年代下限は大体宣常本始年間(前73～

前70年)で あることから8),旧 郡国名記載簡の年代下限 も同時期 と考えることができる。本

稿使用の田卒簡の大半 は尾形氏 も用いた簡であるので,こ こではその成果 に依拠 し,田 卒簡の

年代下限を本始年間頃とする。

次に戌卒簡の年代推定を行な う。従来から無年号簡にっ'いては,同 一地点出土の紀年簡(有

年号笛)を 参考に年代を推定する方法が とられており,こ こでもそれに従 う。

既発表の70年 代簡の大半は甲渠候官遺跡(A8破 城子)か ら,一 部が甲渠第四燧遺跡(Pl)

などか らの出土で,遺 跡中での簡の発掘箇所が詳細に判明 している。簡 には基本的 に 「EPT

(F)○ ○ ・××」 という番号が付され,「T(F)・ ○○」の部分は 「探方」か 「房屋」9)の番

号で,こ れが同一ならば同一探方 ・房屋出土簡である(図3・ 甲渠候官遺跡略図参照)。 すで

に永田英正氏が探方毎の紀年簡の集計を行なっているが10),本 稿ではその成果を踏 まえ,30

年代簡 も含めた各出土地の紀年簡一覧表(表

3)を 作成 した。70年 代の甲渠候官出土簡で,.図3A-8甲 渠候官遺跡略図

本 稿 で 使 用 し た 簡 は,T4,10,40,50～59,一 マ数字30年 代発掘 区域番号

線 内:30年 代発掘 区域

65,F22,EPC(灰 堆),EPS4T2(甲 渠 第 ミヵ ヶ70年 代発掘区域

四f)か らの 出土で あるが,中 で もT51～'＼ 、

59が 多 い・ ・れ ら厳 ・と対 照 す る と・
,～'L1

T50～52の 紀 年簡 は元帝 ・成帝 期,T53～58丁59

は 宣 帝期,T59は 王葬期 が多い。 また鳩 内のT1～4g ,65,68＼.

T4,10,・q65は 蹄 期一 光武 鯛 だ・・王'1)T53～58

一
芥 期が 中心 とな る。F22は 王 葬期以 降の簡 が ・1/'T50,51

ヘ ノ
　 ノ

瓠 以上の結果から洛 探方毎の紀年簡の ・ ■)μ 匹

年代傾向は,一 応その探方出土の無年号簡の
_中 国社会科学院考古研究所篇 『居延漢簡 甲乙編』305頁年 代傾 向をも
7す.と 考 え られ る・ ・・ ・ … 仲 華書見1980年) ,甘 露省文物考古研究所.甘 粛省博

一方
,30年 代 簡 は複数 の遺跡 か ら採 集 さ 物館'文 化部古文献研究室●中国社会科学院歴史研究所編

『居延新簡 甲渠候官与第四腿』付図(中 華書局,1994年)

れ,既 発表 の肩 水都尉府 指揮 下辺防遺跡 出土 をもとに作成
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前漢西北辺境と関東の戌卒

去1全 体の郡国別戌 。田卒簡数

郡国 戌卒 田卒 合計 郡国 戌卒 田卒 合計 郡国 戌卒 田卒 合計

魏 郡 70 5 75 済陰郡 8 3 ll 河内郡 2 0 2

東 郡 34 3 37 頴川郡 8 0 8 河南郡 1 1 2

准陽郡 13 20 33 梁 国 7 0 7 上党郡 1 0 1

南陽郡 26 0 26 大河郡 0 6 6 南 郡 1 0 1

昌邑国 5 14 19 陳留郡 5 0 5 弘農郡 1 0 1

河東郡 17 0 17 趙 国 3 0 3 平干国 0 1 1

汝南郡 4 7 ll 距鹿郡 2 0 2 総 計 208 60 268

卒 の分類 は,田 卒以 外の卒(車 父 ・河渠卒等)と,原 簡に卒の種別が記 されて いない卒 は皆,戌 卒 と した。

准陽郡 には王葬期 の改名 「新平郡」1を 含む。昌 邑国 には山陽郡(前74年 改編)2を 含 む。(以 下同様) .

表2-A居 延 都 尉 府 指 揮 下 戌 卒 の 出 身郡 国

数計合織組四

計合
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計陽東川留陽陽内党陰南農魏東南河頴陳准山河上済梁河南弘総*… この うち1例(T52・128簡)は 淵井候官 所属の戌卒。 ※…A8出 土魏 郡田卒簡3を 加え ると73

表2-B肩 水 都 尉 府 指 揮 下 戌 ・田卒 の 出 身 郡 国
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計陽陰南邑鹿東川河干南准済梁東汝趙昌鍾河穎大平河魏合-
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簡はほとんど30年 代簡である。 これらには 「00・x× 」 とい う番号が付 され,こ の番号か

ら簡の出土地が判明する。まず,甲 渠候官出土の30年 代紀年簡は,70年 代簡ほど出土地点が

細か く分類 されていないが,70年 代の地点が30年 代のどの地点にあたるのかを対応させ るこ

とが可能である。表3で は,可 能な限り両者を対応させ紀年簡を集計 した結果を示 した。 その

他の遺跡については,30年 代簡の紀年簡か ら,そ の地点の年代傾向を推定すると,肩 水都尉

府(A35大 湾)は 昭帝～宣帝期,肩 水俣官(A33地 湾)は 宣帝期,肩 水金関(A32金 関)は

宣帝～成帝期がそれぞれ中心 となる。 しか し甲渠候官出土簡の如 く,一 遺跡中において も発掘

箇所による簡の年代差があり,こ れだけでは信頼性を欠 く。簡番号の 「○○」の部分は発掘地

か ら北京に送 られた際の梱包番号であるので,こ れが同一の番号ならば,互 いに近い関係にあ

ると考え られる。 したがって梱包番号毎の紀年簡を,同 一梱包番号毎の年代傾向を示す ものと

考えうるが匪1),梱包番号あたりの箇数 ・紀年箇数ともに少ないため,年 代の特徴が看取 しにく

く,多 分に不正確 さを残す。肩水都尉府 ・肩水俣官 ・肩水金関の3遺 跡には,前 述の潅腸郡 ・

昌邑国など後に改名 された郡国出身者の戌卒簡が多いことから,郡 国の改名年代 を年代下限と

することが許されよう。全体 として肩水都尉府 ・候官の簡は,元 帝期以前のものが多いように

思われる。

以上の年代推定は十分なものとはいえないが,個 々の簡に年代が記 されていない限り,こ の

ような結果で満足する他ないであろう。

第2節 居延都尉府 と肩水都尉府の戌卒出身郡国の違い

以降,集 計結果による検討に移りたい。まず,居 延漢簡の内郡国出身戌 ・田卒の大半が関東

諸郡国出身者であることが,表1・2か ら看取できる。 さらにその中で も一部地域 の郡国,す

なわち黄河下流域に位置する郡国出身者が多い(図2-A・ 郡国位置図参照)。 これにつ いては

第5節 において詳述 したい。

次に,展 延都尉府 と肩水都尉府とでは,そ の指揮下の各辺防遺跡から出土 した戌卒簡の主要

出身郡国が著 しく異なることが,表2-A,Bの 比較から容易に見て取れる。単純な数量比較 は

できないが,居 延都尉府では魏郡出身戌卒のみで全体の約42%,東 郡 ・南陽郡 ・河東郡を加

えた4郡 で約84%を 占める。一方,肩 水都尉府では潅腸 ・済陰の両郡出身戌卒が約39%で あ

る。肩水都尉府指揮下の肩水金関出土簡は,金 関配属の戌卒ではなく,戌 卒の金関出入記録で

ある可能性を考慮 し,除 外すると,そ の割合は約47%と なる12)。逆 に居延では,肩 水で多数

の潅腸 ・済陰両郡出身者が少な く,'肩水では居延に多い魏 ・東 ・南陽 ・河東各郡出身者が少な

いo

この違いを考察する際,ま ず偶然の結果を考慮せねばならないが,甲 渠候官遺跡では2回 の

発掘でともに魏 ・東.・.南陽 ・河東各郡出身者が多数を占めており,偶 然の一致とは思えない。
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肩水でも同様と考えてよかろうごまた,同 一郡国出身の戌卒名籍冊書を構成 していた簡が集中

して発見されたためとも考えられるが13),附表に示 したように,名 籍以外 にも多様な書式の簡

を集計 しているため,こ の可能性 もありえない。他に簡の年代の問題がある。表3に よれば,

居延の紀年簡は,宣 帝期か ら光武帝期まで,平 均的に分布するが,肩 水のそれは,昭 帝期～成

帝期と居延 より早期に集中 している。特に肩水の戌 ・田卒簡の多 くが,記 載された郡国名か ら

元帝期以前の ものであろうことは前節で述べた14)。とすれば,肩 水にも晩期には魏郡や南陽郡

出身の戌卒がいたにも関わ らず,早 期作成の戌卒簡のみ発見されたため,潅 腸郡や済陰郡出身

者のみが肩水に存在 したかのような状態を呈 したと考えることもできる。 しか し居延都尉府

(甲渠候官)の 戌卒簡の大多数 は,宣 帝～成帝期 と推定 され るT51～58に 集中す るので,実

際は居延出土戌卒簡と肩水出土成卒簡とは,大 きく時期を違えているとまではいえない。従 っ

て,簡 の年代の差は,成 帝期頃までの両都尉府間の戌卒出身郡国が異なる原因のひとつにはな

りうるが,全 てそれで説明することは出来ない。

だとすれば,都 尉府によって戌卒出身地が異なる原因は,都 尉府毎に配属 される戌卒の出身

郡国がある程度固定化 しており,そ の関係が複数年にわたり継続 していた結果ではないか。

内郡国で編成 された戌卒車両隊は武威郡姑戚で武器を受領後,居 延派遣の長吏と共に任地に

赴いたがL5),こ れは肩水都尉府も同様であったと思われ,ま た武威郡姑戚別庫の武器が敦煙漢

簡 にみえる戌卒 にも貸与 されたことか らして,河 西辺戌の戌卒はみな同様の過程をへて任地に

赴 いたと考えられる。その際には,受 入先都尉府まで郡国編成の車両隊のまま赴 いたのであろ

う。 もし出身郡国と無関係に部隊が再編成されたならば,表2の 如 き差異はあらわれないはず

である。そして都尉府毎 に受 け入れる戌卒車両隊の出身郡国が固定化 しておれば,都 尉府毎に

戌卒の出身郡国が異なった理由の説明になろう。

それでは実際 に,特 定都尉府に配属された戌卒の出身郡国が固定化 していたかどうか,甲 渠

候官を例に,あ る郡国の出身戌卒が,何 年間甲渠候官に配属されたかを推定することによって,

明 らかに してみたい。 まず甲渠候官の戌卒は300人 程度であるため16),1県 か らの徴発で充足

し17),また戌卒は1年 交替を原則 とした。従って甲渠候官では,あ る年にはある県か ら来た戌

卒のみが存在 したと考えられる。同一時期,同 一部署に同一郡県出身者が配属 され,他 郡県出

身者の混在がなかったことを示す例として以下の簡が掲げられるIA)。

臨之燧卒魏郡内黄宜民里男宗 責故臨之燧長醇忘得鉄斗一直九十尺二寸刀一直直珊縄績一=

直廿五凡直百甜五

同燧卒魏郡内黄城南里呉故 責故臨之薩長醇忘三石布嚢一曼索一具皆瀬忘得不可得忘得=

見為後作(EPT59・7)

これは2名 の臨之燧卒 と,も との臨之燧長 との間の債務に関する簡であるが,こ の1本 の簡

に記された魏郡内黄県出身の2名 の戌卒は,同 時に甲渠候官臨之腿に配属 されていたに違いな
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い。類似例 としては,EPT56・224簡 がある。

貰買驚虜陞戌卒魏郡摯陽当Z

図 貰買腿戌卒魏郡整腸中里李日

貸燧戌卒魏郡整腸脩長里 図

これも1本 の簡に記されたもので,同 時期に魏郡整腸県出身者が3名,甲 渠候官驚虜燧に配

属 されていたことを示す。これらは峰燧の状況を示す史料であるが,候 官でも同様の状況であっ

たと考えられる。

これらのことか ら,以 下のことがいえよう。

① 「甲渠候官配属戌卒の出身地としてA県 の県名があれば,甲 渠候官活動期中,あ る1年

はA県 出身者のみが配属された」

② したがって 「甲渠僚官配属戌卒の出身地 としてA・B・C・Dの4県 名があっても,県

毎 に年 を異にし,同 年に複数県出身者が甲渠候官に存在することはない」

以上①②か ら,次 のことがいえる。

「出身地 としてA～Dの4県 名があれば,各 県1年 ずつ,合 計4年 間分の甲渠候官配属戌

卒の出身県が特定できる」

すなわち,「1県 名=1年 」 という換算が可能 となる。 これを前提とし,甲 渠候官出土簡にみ

える県名をみてみよう。 ここでは魏 ・東 ・南陽 ・河東の4郡 をみる'9)。

① 魏郡 内黄 ・清淵 ・陰安 ・鄭 ・梁期 ・武安 ・暦 ・貝丘 ・元成(元 城)・ 館陶6繁 陽 ・黎

陽 ・斥丘(13県)

② 東郡 清 ・須昌 ・臨邑 ・東阿 ・柳成(柳 城)・貝丘 ・白馬 ・博平 ・畔 ・楽日(10県)

③ 南陽郡 部 ・魯陽 ・舞陰 ・冠軍 ・葉 ・宛 ・堵陽 ・浬陽 ・杜m・ 育陽 ・武当 ・穰(12県)

④ 河東郡 安邑 ・孤 ・北屈 ・長修 ・皮氏 ・緯(6県)

この結果を前述の如 く 「1県名=1年 」に換算すれば,魏 郡出身者13年,東 郡出身者10年,

南陽郡出身者12年,河 東郡出身者6年,合 計41年 間は,甲 渠候官にこの4郡 出身者が配属さ

れたことになる。 ところで甲渠候官の主な活動期間は紀年簡などから,展 延開設の武帝太初三

年(前102年)～ 後漢光武帝建武八年(31年)の 約130年 間とされている。そのうち赤眉の乱

発生(18年)か ら,朧 西 ・天水 ・安定に割拠 した随意勢力の壊滅(33年)ま で,内 郡国から

居延へ戌卒が来 ることはほぼなかったであろう。また,天 恩元年(14年)の こととして,
は じよ ふ め

縁辺大いに飢え,人 相食む。諌大夫如普辺兵を行 ぐり,還 りて言 う,「軍士屯塞の久 しき
た

に苦 しみ,辺 郡以て相い謄 らす無 し。今単干新たに和せんとす,宜 しく是に因 りて兵を罷

むべ し」(『漢書』巻九九下王葬伝下)

とあり,こ の時点で辺防体制は崩壊に瀕 していた。従 って14年 ～33年 までの20年 間を除外

する。次に甲渠候官出土の武帝期紀年簡は皆無であるため,太 初三年(前102年)～ 武帝死去
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の後元元年(前87年)の16年 間も除外すると,甲 渠候官の活動期間は約94年 間 となる。 こ

のうち少なくとも先に論証 した41年 間は前記4郡 出身者のみ配属された時期 と'なる。 さ らに

第四節で述べ るように前漢末は張抜郡出身の戌卒が増加 したと考え られ,内 郡国出身戌卒が主

力であった期間は94年 よりも短かかったと思われる。とすれば,内 郡国出身者が甲渠候官の

主力であった期間の過半が,こ の4郡 出身者を主力 としていた可能性が高い。実際の運用では,

同一県か ら複数年にわたる徴発や,同 一年に複数の県か らの徴発など,当 然様々なケースがあっ

たと思われるが,そ れらを考慮 して も,甲 渠候官 には,こ の4郡 出身者が長期間 ・多人数,配

属 されていたといえよう。

かつて陳直氏 は,「或いはある郡の人民は,あ る地を屯成するという区域わけがあ ったので

はないか」 と推測された20)。本稿での集計結果によれば,郡 レベルより一段下の部都尉 レベル

においても,同 様の関係が存在 したことになる。 このような出身地による屯戌地域の別につい

ては,第5節 でも再述 したい。

中央軍の事例だが,特 定部隊に特定地域出身者をあてる慣例は史書にもみられる。
ある あらた

或ひと葬に謂いて曰 く 「城門の卒は,東 方の人,信 ず るべからず」 と。葬 更 めて越騎士

を発 して衛と為 し,門 ごとに六百人を置き,各 一校尉 とす。(『漢書』巻九九下王葬伝下)

これによると,宮 城城門警備を司る城門校尉の兵は 「東方人」 をあてたのであろう。 また,

「漢書』巻七四魏相伝に,
のち

後,人 に(魏)相 の不享を賊殺すと告 ぐる有 り,事 有司に下 さる。河南卒の中部官に成す

る者二三千人,大 将軍を遮 り,自 ら言 うに 「願 はくは復た留りて作すること一年,以 って

太守の罪を購わん」と。

とあり,山 田勝芳氏は,こ の河南卒2000～3000人 が衛士として京師守備に従事 した例か ら,

郡国の政治的 ・地理的要因により,衛 士の多い郡国,辺 戌者の多い郡国などの違いがあった可

能性 を指摘 された21)。また浜口重国氏は中尉指揮下の北軍 には三輔の地方警備兵が番上 したと

された毘)。

では,前 述の関係が存在 した理由について推測 してみたい。

① 派遣元郡国,受 入先都尉府の双方の負担軽減。姑減での双方の接触時,特 定の郡国と都尉

府間での引継 ぎが定例 となっていれば,事 の運びはスムーズであったろう。

② 軍事的理由。文帝十三年(前167年),贔 錯が破牢令を廃止 して応募兵 による辺戌を主張

した理由は 「遠方の卒を して塞を守 らしめ,一 歳にして更 うれば,胡 人の能を知 らず」(『漢書』

巻四九愛盛晶錯伝),つ まり1年 交替の戌卒では敵を知る暇がな く,辺 戌に習熟で きないこと

であった。 しか しその後 もこの制度は変更 されなかった。そこで,'同一郡国徴発の戌卒隊を,

そのまま地縁的一体性を持った部隊として運用することで,低 緯度を補完 したのではないか。

また指揮官の立場からいえば,戌 卒が1年 交替であって も,毎 年同一地域出身の戌卒であれば,
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把握 ・指揮が容易であったろう。

③ 内郡国の地理的位置。図2-Aに 関東諸郡国と河西四郡の位置を示 した。 河西辺戌の戌卒

は次のような経路で任地に赴いたと考えられる。

各郡国一長安一淫水沿いルート"L武 威郡姑絨一河西各都尉府

この経路を念頭に,郡 国～任地間の距離を検討すると,ま ず居延都尉府 と関係の深い魏 ・東 ・

南陽 ・河東は長安に近 く,肩 水都尉府と関係の深い潅腸 ・済陰 ・梁 ・汝南等 は長安に遠 い。長

安～姑賊間は淫水沿いルー トを使用 したと思われ,遠 近の差はない。つまり郡国～姑賊間は,

居延都尉府と関係深い郡国は近 く,肩 水都尉府と関係深い郡国は遠い傾向にある。一方,姑 域

か らは肩水は近 く展延 は遠い(約200kmの 差)。 とすれば,負 担公平化のたあ,出 身地～姑

戚間が遠い郡国の戌卒は姑滅から近い肩水へ,近 い郡国の戌卒は姑減から遠 い居延へ配属 した

とは考えられないか。 もしそうならば,こ れも特定の都尉府に特定郡国出身者が配属された原

因のひとつと考え得 る。史料上の制約も多いが,漢 代辺戌制度上,出 身郡国と辺戌地 との距離

についても,今 後考察 していくべきだと思われる。

以上,「特定郡国出身戌卒が,複 数年にわたり特定都尉府に配属された」 という事実が浮か

び上がる。かかる関係の存在を,冒 頭に掲げた疑問②,「 簡の出土地により戌卒 の主要出身郡

国にかたよりがあるのは何故か」に対する答えとしたい24)。また戌卒の配属方法は,出 身郡国

別に内地で編成された郡国別戌卒隊を,基 本的に再編成せずに各部署に配属 したと考えられる。

ところで両都尉府には,少 数だがこれまで述べてきた以外の郡国出身戌卒 もみ られる。何ら

かの理由で臨時に配属 されたとも考え られるが,推 測の域をでない。

第3節 田 卒 に 関 す る 検 討

陳公柔 ・徐革芳の両氏がすでに指摘 した如 く,肩 水都尉府遺跡では田卒名籍簡が多数出土 し

ており25),本稿使用簡中でも49点 がそれである。他方,肩 水俣官遺跡か らは2簡,甲 渠候官

遺跡からは3簡 のみの出土である(附 表③参照)。 なお居延の屯田を指揮 した田官組織 につい

て,吉 村昌之氏の研究がある26)。氏によれば,張 抜郡の田富組織には郡太守直結の農都尉系列

と,部 都尉指揮下にあるものとがあり,居 延都尉府には 「居延農」,肩 水都尉府には 「騨篤農」

が存在 し,そ の長は令,そ の下に長 ・丞 ・別田令史があり,田 卒を指揮 していた。

田卒に関 しては,尾 形勇氏がその出身郡国の偏 りに言及 され,「 田卒編成の際の基準 は農作

技術の優劣であり,そ れが結果的には田卒出身地の一つの特色を持 った分布状況となって表わ

れたものと思われる」とされた27)。田卒に農業技術が重要であることは当然だが,.そ れが田卒

出身地の偏 りと結びつ くか,以 下検討 してみたい。

表2-Bの 田卒欄をみると,肩 水都尉府出土田卒簡は,潅 腸 ・大河 ・昌邑 ・済陰 ・汝南の各

郡国出身者が大半であることがわか り,ま た大河郡以外は皆,肩 水都尉府指揮下の戌卒出身地
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と重なる。一方わずか5例 の魏郡出身田卒は,3例 が甲渠候官,2例 が肩水金関か らの出土で,

前述の理由により,肩 水金関を除外すると,全 てが甲渠候官出土 となる。つまり戌卒にみられ

た居延 と魏郡,肩 水と潅腸郡の関係が不明瞭ながらみいだせるのである。尾形氏は戌卒 と田卒

の徴発が同一系統で行なわれ,両 者に大きな区別のなかったことに言及されたが,妥 当であろ

う。戌卒 ・田卒の別が生 じたのは出身郡国でか,現 地でかは不明である。 しか しEPT51・15

簡に,戌 ・田卒の徴発に関する漢令が記されており認),その 「卒を発 し成田せ しめる県 ・侯国
わず

は財かに吏をして将いしめ,二 千石の官 は長吏を して弄せ将い成田する所に至 らしめよ」 とい

う,「戌」と 「田」をわけない表現は,徴 発段階では両者 を選別せず,辺 郡太守府や都尉府で,

辺郡情勢 ・卒本人の能力適性により選別 したことを示すように思 う。以上,肩 水都尉府指揮下

の組織に配属された卒は戌卒 ・田卒を問わず潅腸郡などの郡国から多く徴発されたと考えられ

る。であれば,田 卒出身地の偏 りも,戌 卒 と同様の原因によると考えてよいのではないか。

他に,田 卒簡の年代が比較的早期に集中しているのは,こ の地域の開発が盛ん.であった時期

を示す ものといえるであろう鋤。

第4節 張抜郡出身の戌卒について

張抜郡 や敦煙郡な どの地元辺郡 出身戌卒 の存在 は以前 か ら指摘 されて いるが30),こ こ で は居

延 漢簡 にみ られ る張抜郡 出身戌卒 につ いて考察 したい。

附表⑤ に よると,張 抜 郡出身戌卒簡 はみな甲渠候官 出土 で,例 外 の233・8簡 もA21(居 延

都 尉府指揮下 の峰燧)出 土で,層現在 のと ころ全 て展延都尉府指揮下 の各組織か らの出土である。

その推定年 代で あるが,70年 代 の張抜郡 戌卒 簡はT51とT59か ら1点 ずつ 出土 して い る他,

皆 堤 内 のT4,7,8,40,65か らの出土 で,表3か ら推定 す ると哀帝期～王葬期 であ る。 次 に

30年 代 の張抜郡戌卒簡 は,本 稿使用 の張 抜郡戌卒 簡の梱包 番号(52,55,58,73,78,132,

137,188,214,224,286,287)に 存 在 する紀年簡 を集計 すると,宣 帝期1,元 帝 期3,成 帝

期7,哀 帝 期10,孫 子 嬰 期1,光 武 帝期1と な り,成 帝期 以降 との推定がで きる。 さ らに田卒

が存在 しな い。 また張抜 郡戌卒簡 の総数 は32本 で,魏 郡 出身者 に次 ぐ数で あ り,成 帝 期 か ら

前漢末1こかけて・甲渠候官配属戌卒の相当の部分を占めたと思われる・第2節 で甲渠候官では

魏 ・東 ・南陽 ・河東各郡出身者の簡が宣帝期～元帝期に集中 していると述べたが,そ れ以後は

張抜郡の戌卒が多数配属 されたようである。

なお前掲鷹取論考において,辺 郡出身戌卒に関する新見解が提出された。.従来,内 郡国出身

戌卒の中には家族連れの者がいたとされ,戌 卒の家族への食料支給帳簿である 「卒家属塵名籍」

がその根拠 とされてきた3')。しか し氏は,確 認できる範囲では地元戌卒の家族のみが支給対象

であるとし,辺 郡出身戌卒と内郡国出身戌卒 との待遇差に言及 された。 さらに,70年 代簡の

卒家属庫名籍と,そ れに関係ある簡がT65よ り複数出土 している事実 も指摘 されている。で
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あれば,そ れらの卒家属厘名籍の年代も成帝期以降の可能性が強 く,そ のT65に は70年 代張

抜郡出身戌卒簡14本 中8本 が集中していることから,卒 家屋塵名籍による家族への食料支給

を受けていた戌卒に張抜郡出身者が多か ったことを示唆することになろう。

辺郡出身者の兵役 として重要なものに騎士がある。騎士は 『漢旧儀』に 「材官 ・騎士 ・機船」

などとみえ,一 種の職業軍人で 「吏比者」(官吏に準ずる者)か,単 なる徴兵 の兵種か,説 が

わかれているが鋤,北 辺の騎士は特別待遇で 「吏比者」とする説が多い。居延漢簡にみえ る騎

士は,大 庭脩氏が復元された肩水俣官の騎士名籍冊書などからみる限り鋤,ほ ぼ張抜郡出身者

で占められていることか ら,多 くの張抜郡出身者が騎士として兵役に服 したと思われる。この

状況からみて,当 初,張 抜郡出身者は騎士となる者が多 く,戌 卒 となる者 は少なかったが,後

には戌卒 も多数徴発されるようにな ったのではないか。では,そ の理由は何であろうか。

郡台新氏は,河 西の開発が進み何奴との戦闘 もなくなった時期以降,地 元河西四郡の郡兵と

応募兵を用いるようになり,内 郡か らの戌卒が減少 し,全 体 として西北辺郡の戌卒数は減少 し

たとされた謝。郡氏の説を是とするなら,張 抜郡出身者が成帝期以降に集中する理由となろう。

また成帝期は,元 帝期に引き続き天災が頻発 し,さ らに反乱 も起 きた。『漢書』成帝紀には

(建始三年,前29年)大 水,河 は東郡の金隈に決す。

(陽朔二年,前23年)秋,関 東大水,流 民の函谷 ・天井 ・壷口 ・五院の関に入 らんと欲す
きびし

る者は,苛 く留める勿れ。

(陽朔三年,前22年)頴 川鉄官徒申屠聖等百八十人長吏を殺 し,庫 兵を盗み,自 ら将軍と

称 し,九 郡を経歴す。

(永始三年,前14年)山 陽鉄官徒蘇令等二百二十八人攻めて長吏を殺 し,降 兵を盗み,自

ら将軍と称 し,郡 国を経歴すること十九,東 郡太守 ・汝南都尉を殺

す。

とあり,こ のような状況が内郡国における戌卒徴発の障害 となり,そ の代替策として張抜郡出

身者が多数徴発されたのではないか。 しか もこの時期はすでに辺境情勢が安定 しており・多数

の内郡国戌卒の徴発は不要となりっっあった。そのため継続 して地元張抜郡出身者を徴発する

ようになったとも思われる。

甲渠候官に張抜郡出身者が多い理由は不明だが,前 漢末,展 延都尉府に兵力を集中すべき何

らかの事情が生 じたためであろうか。宣帝期以降,も し辺郡戌卒数が削減されておれば,よ り

飼奴 に近 い北方の居延都尉府に兵力を集中し,.後方の肩水都尉府には,機 能を維持するに足る

程度の兵力を配置 したと考えられる。

以上のようにみて くると,飼 奴との和平 ・辺郡の充実 ・内郡国の災異等,様 々な状況が展延

における辺防体制に影響 し,張 抜郡出身戌卒の増加につながったといえる。
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補:敦 煙漢簡の戌卒

これまで漢代張抜郡出土の居延漢簡を中心に論 じてきたが,同 じ漢代辺郡の敦煙郡の状況を

参照することも必要 と思われるので,こ こで簡単 に触れたい訪)(附表⑤敦捏漢簡の戌卒を参照)。

内郡出身戌卒簡として,河 東郡8,頴 川郡6,清 陰郡 ・上覧郡各3,河 南郡1が ある。以上

の郡は居延簡にもみられるが,展 延簡で最多の魏 ・東 ・南陽 ・潅腸各郡はみられない。従って

現時点では,前 掲の陳直説のように,敦 煙郡 と張抜郡とでは,戌 卒徴発地は同じ関東であるが,

主力郡国が違 うと考えられる。 また田卒は見 られない。河東郡出身者は居延都尉府でも多数で

あったが,敦 燈では最多である。山田勝芳氏は,前 漢代,河 東郡 ・河南郡 ・河内郡の所謂 「三

河」 は,「股肱の郡」 と認識されており,中 央警備の衛士は多く三河・と弘農郡か ら出たとされ

たが36),本 稿の集計結果からは相当多数の河東郡出身戌卒が河西に存在 したといえる。衛士 ・

戌卒を共に多数出したならば,河 東郡の兵役負担 は他の郡国より重か ったのか。今後,兵 役負

担の地域差を考察するための手がかりになるのではないか。

敦煙漢簡は展延漢簡に比べて数:量が少ないため,現 時点では以上の如き不十分な推察 しか出

来 ないが,呉 勅願氏によれば1990～1992年 発掘の敦鳩懸泉置漢箇中には,「南陽 ・頴川 ・陳留 ・

東 ・魏 ・上覧 ・河東 ・弘農等」の関東の戌卒がみられ,屯 田卒 など戌卒以外の兵士に関する簡

横 もあるという3i)。今後,懸 泉置漢簡が公表されれば,敦 煙郡の詳細な戌卒配属状況が明 らか

になり,本 稿で明 らかにした張抜郡での配属状況 と照合 して再検討すれば,よ り広範な視点か

ら前漢西北辺境における戌卒配備状況が判明すると思われる。従って,敦 燵郡に関す るこれ以

上の考察 は新出史料の公表を待 ってからとしたい。

また敦煙馬圏湾漢簡には武都郡出身戌卒が14例 ある。戌卒の多 くを関東出身 とする立場か

らは反証 となるが,簡 文中に 「廿」を 「二十」,「四」を 「三」 とする王葬期の特徴を有するも

のが大半である謝。前述の如 く,王 葬期以降は内郡戌卒の徴発に支障が生 じてお り,王 葬期の

特殊例 と考えてよいのではないか39)。

第5節 「関東の戌卒」と西北辺戌

これまで,関 東から徴発され,西 北辺境に送 り込まれた戌卒 らが,現 地でどのように配備さ

れたかについて考察 してきた。最後に,な ぜ関東の戌卒が西北辺境に多 く送 り込まれたのかに

ついて考察 したい。

居延漢簡の戌卒の出身郡国が,関 東の中でも魏 ・東 ・潅腸 ・済陰などの郡,す なわち比較的

西方の黄河中下流域に集中することは前述 した(図2-A参 照)。 この地域は,黄 河の氾濫を始

めとする災害の被災地として度々 『漢書』 に言及されているが40),そ の被災民を多数含むと思

われる関東の民が,河 西方面へ大量徒民 されていることか ら,元 来,河 西四郡と関係の深い地

域 といえる41)C河西の住民について,『 漢書』地理志は以下のように記す。
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よ もと はら

武威自り以西は,本 飼奴渾邪王 ・休屠王の地,武 帝の時之を捜い,初 めて四郡を置き,以 つ
かく

て西域に通 じ,南 の莞 と何奴を扇絶す。其の民或いは関東の下貧を以 って,或 いは怨を報
はい

ずるに過当を以 って,或 いは詩道亡道の家属を以 って徒さる。

下線部に記された河西移民の中で,大 多数を占めたのが関東の貧民であったことは容易に推察

できる。となれば,河 西にこの地域出身の戌卒が赴いた際,す でに河西に定着 した同郷出身者

とその子孫が多いことは,方 言など各種習俗を同 じくする点で,何 かと利することが多かった

と考えられる。特に直接戌卒と接することが多か った秩百石以下の下級官吏 は,現 地採用の辺

郡民である。例 としてT51・11簡 を掲げる。

居延甲渠塞有秩候長昭武長寿里公葉張忠年光三河平三年十月庚戌除 史

下線部は張抜郡の昭武県長寿里で,こ の官吏の本籍地である。 このような属吏も,関 東出身者

やその子孫が多かったと考え られ,彼 らと戌卒とのコミュニケーションは支障が少なかったで

あろう。そうだとすれば,関 東か らの移民である下級指揮官にとって,関 東出身の戌卒は把握

が容易で指揮がしゃす く,軍 事上の利点が大きか ったと考えられる。 このような軍事上の要請

か ら,関 東の戌卒を徴発 していたと考えてよいのではないか。

さらに推測するな らば,漢 帝国の支配層は,人 口過剰な関東から戌 ・田卒 として河西に赴い

た者が,河 西先住の同郷出身者にな らって,任 期終了後 もそこに留 まり,自 発的に辺郡民とな

ることを期待 していたのではないか。すなわち,恒 常化された健民政策として,河 西辺戌を利

用 していたとも考え られる。'

もうひとつ考えうる理由として,地 理的要因が挙げられる。後述するが,前 漢代では関東の

民が主 として辺戌 に徴発されていた。その際,第2節 で考察 したように出身地か ら配属地まで

の距離を勘案 し,負 担を平均化することが志向されていたならば,前 述 した都尉府 レベルの遠

近にとどまらず,北 辺全体と関東諸郡国全体の地理的位置関係 も考慮され,西 方辺境の河西四

郡には関東の中でも魏 ・東 ・河東 ・潅腸 ・清陰など,西 寄 りの郡国か ら戌卒が送り込 まれ,東

方辺境の,例 えば漁場郡や上谷郡には,関 東の中でも東方に位置する諸郡国か ら戌卒が赴いた

のではないか。そうであれば,居 延渡簡の戌卒出身地が関東西部郡国に集中するのは当然であ

る。最近の出土史料の例をあげると,江 蘇省連雲港市出土のサ湾漢墓簡腹中,前 漢末東海郡の

長吏 らの公務出張に関する記載がある木Y五 正面に,東 海郡の長吏が1年 間に3回 「罰戌」を

上谷郡へ護送 したことと,敦 燈への徒民1回 が記 されている4;)。「罰戌」 はおそらく一種の刑

徒兵で,『漢書』や展延簡にみられる 「弛刑士」にあたるものと思われる。 この本腰には通常

の戌卒の送迎 について記載がな.いので,こ れをもって直ちに一般例とすることはできない。 し

か し,3回 の罰戌護送が全て上谷郡に集中し,東 海郡からも徒民を送 り込んでいる敦煙 をはじ

めとする河西への兵力供出の事例がないことは,関 東東部 に位置する東海郡出身者が河西方面

ではなく,上 谷郡方面の防衛を担わされていたことを示すのではないか。事実,現 在公表され
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ている河西出土の漢箇中,管 見の限り東海郡出身の戌卒億みられない。

推測の域をでないが,関 東全体が各辺郡との遠近によって地域区分 され,前 掲陳直説の如く,

それぞれの地域の者がどの辺郡に配属 されるかが,あ る程度まで固定化 していたように思われ

る。そのような関係が存在 したならば,武 帝期以前,北 地郡 ・朧西郡等が最西端の地であった

時期には,関 東各地と辺郡各地との距離の遠近を考慮する必要性は低かったと思われるので,

武帝期以降,辺 境が急激に西方へ拡大 してから形成されたものであろう。

また,前 述の地域に限 らず戌卒の出身地が関東諸郡国に集中することは,す でに西村元佑氏

や労幹氏によって指摘されており,70年 代簡を含めて再集計 して も同様であることは,本 稿

表1・2か ら明 らかである4;)。その理由について西村氏は,文 帝十三年の戌卒令廃止以後の戌

卒 は長期就役の応募兵であるとした上で,戌 卒に関東出身者が多いのは,武 帝期の抑商政策に

よって,商 業に関わる多くの人々が失業 し,そ れ らの人々が辺戌に応募 したためとされた。 し

か しその後,70年 代簡が発見され,「戌卒;1年 交替」を明示する史料が増加 し,西 村説(「 戌

卒=応 募兵」)は 成立 しがたくなった44)。では,他 にいかなる理由が考えられるであろうか。

前漢,辺 戌は 「関東」,換 言すれば 「東方」の民が担当するのが当然 とす る意識があ った。

文帝期,最 錯は戌卒令廃止と応募兵による辺戌を上言 し,応 募者による辺戌の利点を述べた後,

・・此れと東方の破牢の地勢に習わず して心に胡 を異るる者とは,功 相万也。(『漢書』巻四

九愛盛贔錯伝,下 線部は筆者付与,以 下同様)

とした。 この部分に付 された如淳注には,「東方諸郡民の戦闘を習わず して戌辺 に当たる者也」

とあり,「戌卒=東 方」出身者と解釈できる。また昭帝期の史料 として,以 下のものがある。

今山東之戎馬甲士の辺郡に成せる者,絶 殊遼遠 にして,身 は胡越に在りて,心 に老母を懐

う。(『塩鉄論』巻八備胡)

「山東」 もほぼ関東と同地域を示 し,や はり東方出身の戌卒がみえる。元帝期の史料にも,

又諸官の奴女卑十余万人遊亡の事に戯れ,良 民を税 して以 って之に給すに歳費五六鍾万,宜

しく免 じて庶人 と為 し,食 を廃 し,関 東の戌卒 と代わらしめ,北 辺の亭塞に乗 りて候望せ

しむべ し。(『漢書』巻七二貢禺伝)

とある。以上の史料か ら,前 漢代には 「北辺辺戌=関 東の戌卒」 という制度 もしくは慣習が存

在 したと考えざるを得ない。

山田勝芳氏は,秦 王国時代は閑中の民を徴発し西北辺戌を行'なったが,統 一以後は東方の民

をあてるようになり,そ れが前漢にも受け継がれたとされた45)。このような制度あるいは慣習

の背後 には,三 輔を中心 とす る閑中(=旧 秦王国領域)が,そ れ以外の地域(=旧 戦国六国地

域)を 支配するという,秦 以来の前漢帝国の構造が影響 しているように思われる46)。辺境の戌

卒に関東出身者が多い根本原因は,こ のような前漢帝国の支配構造なのではないか。

以上のように,関 東は秦帝国以来,北 辺辺戌の兵力源 としての役割を担わされており,ま た
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前漢武帝期には,飼 奴より奪取 した河西地域への移民の供給源 となった。すなわち,関 東から

河西へ向か う人の流れが存在 しており,河 西辺戌の卒 もその流れの一部と位置付けられる。そ

のために;関 東の卒が河西に多 くみ られるようになったと考えられる。

お わ り に

以上,居 延漢簡の集計を通 じて,前 漢西北辺境防衛の実態について考察 してきた。その結果

を要約すると以下の如 くである。

① 居延漢簡にみえる内郡国出身戌卒 ・田卒の出身地は関東の中でも魏郡 ・東郡 ・潅腸郡 ・

清陰郡など西寄りの地域に集中する。これは,武 帝期に黄河水害等の災害で生 じたこの地

域の貧民を,河 西に大量徒戻 して以来の両地域の深い関係に加え,地 理的に関東の中でも

西方に位置 し,河 西四郡に近か ったためであろう。また前漢西北辺戌者に関東出身者が多

いのは,閑 中が関東を支配する,秦 以来の前漢の構造を背景とした 「関東の民が西北辺戌

を担 う」慣習ないし制度による。

② 簡の出土地により,戌 卒の主要出身郡国が異なるのは,業 務省力化 ・戦力維持 ・任地～

出身地問の距離平均化などの目的で,特 定都尉府に特定郡国出身者を長期間継続 して配属

したためである。

③ 地元張抜郡出身の戌卒簡の推定年代が前漢末であるのは,前 漢後期の辺境情勢の安定化

が多数の内郡出身戌卒を不要としたこと,元 ・成帝期に関東で頻発 した天災 ・反乱で戌卒

徴発に支障が生 じ,辺 郡民徴発が増加 したこと等の理由が考え られる。

以上述べてきたことは,居 延漢簡の集計を通 じて得 られたものであるが,推 論に頼 った部分

が多 く,御 指正頂ければ幸いである。

註

D広 義の関東は函谷関以東,戦 国秦の領域外,旧 戦国六国の領域を指すが,狭 義には今 日の河南 ・山

東省に河北省などの一部を含む地域。 この地域区分については,鶴 間和幸 「漢代豪族の地域的性格」

(『史学雑誌」87-12,1978年,1～38頁)の 「地図1地 域区分」(7頁)を 参照 した。本稿で は鶴間

氏の区分 した 「関東地域」に,准 河流域を加えた地域を考えている。「関東」については他に,邪 養

田 「試釈漢代的関東 ・関西与山東 ・山西」(「秦漢史論稿』東大図書公司,1987年,85～120頁),ま

た大櫛敦弘 「閑中 ・三輔 ・関西一関所と秦漢統一国家」(『海南史学』35,1997年,1～20頁)参 照。

2)西 村元佑 「漢代の窩役制度」(『東洋史研究』12-5,1953年,47～69頁),労 幹 「漢代兵制及漢箇中

兵制 武 諾成卒」(「労幹学術論文集」甲編上,藝 文印書館,1976年,220～224頁)。 藤枝晃 「長城

のまもり一河西地方出土の漢代木簡の内容の概観一」(『自然と文化 別編H』 自然史学会,1955年,

239～344頁)で は,戌 卒出身地は内地各地に行き渡っていたとする。

3)鷹 取祐司 「漠代戌卒の徴発と就役地への移動」(『古代文化」49-10,1997年,26～37頁)。

4)こ れ は以下の展延簡による。

元康二年五月己巳朔辛卯武威庫令安世別繕治卒兵姑減敢言之酒泉大守府移丞相府書目大守図

迎卒受兵謹液繁持与将卒長吏相助至署所母令卒得撞道用弩射禽獣闘已前□書図
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三居延不遇長吏逢迎卒今東郡遣利昌侯国相力白馬司空佐梁将成年図(EPT53・63)

下線 部で 「展延」が長吏を遣わし卒を迎えていないとあり,通 常は迎えたとわかる。

制日下丞相御史臣謹案令日発卒成田県侯国財令吏将=

二 千石官令長吏井将至戌田所罷奉還諸将罷卒不与起=

居 免削爵図(EPT51・15)

この簡は戌卒徴発に関する令が引用 されており,本 稿第三節で触れる。他にこの簡を用いた研究とし

て,孫 言誠 「秦漢的戌卒」(『文史哲』1988年 第5期,44～48頁)が ある。

5)姑 減で河西の戌卒の武器が貸与 されたことを示す簡を挙げる。

戌卒河東郡扮陰宜都里杜充 所假姑減赤盾一桂両端小傷各一所(敦 爆漢簡T.VI.b.i.214)

・第十七部黄龍元年六月卒假兵姑減名籍(居 延漢簡EPT52・399)

6)あ る官署の遺跡で発掘された簡が,当 時その官署だけで作成 ・使用 ・保管されたとは限らないこと

は,.藤 田高夫 『敦燈 ・居延渡簡における漢代文書行政の基礎的研究』(平 成10年 度～平成11年 度科

研費報告書,2000年)に よって明らかにされている。ただ,本 稿で用いた戌卒 に関する簡腰類全て

について,そ のような確認作業を行なうことは現段階では困難である。また,以 下の本稿では都尉府

を一つの基準として論を進めるため,候 官 ・峰燧レベルまでの厳密な比定 ・確認は必要ないように思

.われたため,便 宜的にこのように考えることとする。

7)尾 形勇 「漢代屯田制の一考察一特 に武帝 ・昭帝期を中心に一」(「史学雑誌』72-4,1963年,1～30

頁)。

8)日 比野丈夫 「漢簡所見地名考」(『東洋史研究』12-3,1953年,93～103頁)に よると,潅 腸郡→潅

腸国(前63年),大 河郡→東平国(前52年),昌 邑国→山陽郡(前74年)で ある。

9)「 探方」は約5m四 方 の発掘区画を,「 房屋」は遺跡中の部屋をさす。

10)永 田英正 「新居延漢簡の概観」(『東方学」85,1993年,38～52頁)。

'll)こ の手法は注7)尾 形論考で既に用いられており
,本 稿でも参考にさせて頂いた。

12)関 所出入簡については,永 田英正 「居延漢簡の集成 二」(『展延漢簡の研究』第二章 同朋舎出版,

1989年,243～245頁)を 参照。

13)例 え ば,附 表③田卒の509・2,509・6,509・7,509・10の 四簡。

14)注8)日 比野論考参照。

15)注3)鷹 取論考参照。

16)李 均明 「漢代甲渠候官規模考」(『文史」34・35集,1992年,25～45・81～92頁)。

17)注3)鷹 取論考によれば,1県 の破牢車両隊は30台 程度で,1台 につき10名 程 の戌卒が配属 された

とし,一 車両隊あたり300名 前 後の戌卒が配属された計算になる。

18)大 庭惰民は,敦 煙漢簡の事例から,破 牢が同時期に同一地域か らまとまって来ていた可能性に言及

された。同氏著 『大英図書館蔵 敦鯉濃簡」・(同朋舎,1990年)「 各個解説111」(63・ 頁)参 照。

19)漢 簡 の地名には貝丘県の如く,所 属ずる郡国が 『漢書』地理志の記載と異なるものがあるが,簡 の

記載を優先 した。,この問題 については何双全 「《漢簡 ・・郷里志》及其研究」(『秦漢簡績論文集」甘粛

人民出版社,1985年,145～235頁)を 参照。 『

20)陳 直 『居延漢簡研究』(天 津古籍出版社,・1986年)中 の 「展延漢簡綜論 三三 展延簡所見地名通

考」(121ん127頁)参 照。ただし同論考中,陳 直氏は31郡 国 の名を掲げ,「皆為戌卒 ・騎士籍貫所在

地。」 とされたが,そ の中には居延漢箇中の成田卒出身郡国として確認できない郡国名がある。

21)山 田勝芳'「衛士について」(『秦漢財政収入の研究』第四章第三節三,汲 古書院,1993年,312～319

頁)参 照。

22)浜 口重国 「前漢の南北軍に就いて」(『秦漢階唐史の研究』上,東 京大学出版会,1966年,251～266

頁)参 照。

23)埋 水沿いルートについては鵜飼昌男 「建武初期の河西地域の政治動向一『後漢書』實融伝補遺一」

(『古代文化』48-12,1996年,20～33頁)の23頁 を参照。 」
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24)本 稿 では都尉府毎の差異と考えたが,候 官毎の可能性 もあろう。ただそれでは細分化しすぎ,か えっ

て煩項になり利点が失われるのではないか。

25)陳 公柔 ・徐革芳 「大湾出土的西浅田卒簿籍」(『考古』1963年 第3期,156～161頁)。

26)吉 村 畠之 「漢代辺郡における田富組織一箇膜にみえる 「開田」という語を手掛かりとして一」(『漢

簡研究の現状と展望』関西大学出版部,1993年,180～206頁)。 田官組織については他に劉光華 「西

漢辺郡屯田的管理系統及共有関問題」(『敦煙学輯刊』1998年 第1・2期,1～9頁)参 照。

27)注7)尾 形 論考。

28)こ の簡の解釈については注3)鷹 取論考を参照。簡文全文は注4)に 掲げた。

29)尾 形 氏は漢代屯田を,新 県設置予定地の未墾地を開拓 し,健 民受け入れの場の造成という役割を持

つものとした。とすれば,昭 帝期までに一通 り開発を終えた段階で,多 数の田卒は不要になったと考

えられる。張俊民 「漢代居延屯田小考一以甲渠候官出土文書為中心」(「西北史地』1996年 第3期,

66～72頁)で は,展 延の大規模開発を昭帝 ・宣帝期 とする。襲錫圭 「従出土文字資料看泰和西漢時

代官有農田的経営」(戚 振華編 『中国考古学与歴史学之整合研究』中央研究院歴史語言研究所会議論

文集之四,1997年,429～478頁)で は,元 帝期以降この地の屯田が衰退 したとする。

30)張 抜郡出身戌卒は,注2)の 西村 ・労幹両論考,注4)孫 言誠論考などが触れている。

3D例 えば米田賢次郎 「漢代辺境兵士の給与について」(『京都大学人文科学研究所創立二十五周年記念

論文集』,1954年,141～160頁)で は以下の簡を論拠に,誠(城)北 部の戌卒で家族の食料を支給さ

れたのは22人 とする(1家 族平均4.5石 と して計算)。

・右城北部卒家属名籍 凡用穀九十七石八斗(203・15)

他 に卒家属塵名籍に触れた研究 として,森 鹿三 「居延出土の卒家属塵名籍について」昌(『東洋学研究

居延漢簡篇』同朋舎,1975年,121～131頁)な どがある。

32)騎 士=吏 比者説に大庭脩 「材官孜一漢代の兵制の一斑について一」(「龍谷史壇』36,1952年,

76～87頁),米 田賢次郎 「秦漢帝国の軍事組織」(『古代史講座』5,1962年,261～286頁),騎 士=

』徴兵説に注2D山 田著書
,重 近啓樹 「秦漢の兵制について一地方軍を中心 として一」(『静岡大学人文

学部人文論集』36,1985年,31～70頁)な どがある。

33)大 庭脩 「地湾出土の騎士簡冊」(「漢簡研究』第一篇第四章,同 朋舎出版,1992年,82～107頁)参

照。

34)郡 台新 「漢民族向河西的徒移」(『漢代河西四郡的拓展』第二章第三節,台 湾商務印書館,1988年,

50～74頁)参 照。.1

35)敦 煙漢箇中,酒 泉郡の領域からの出土簡があるが,本 稿では使用 していないC『・林梅村 ・李 均明編

『疏勒河流域出土漢簡』(文 物出版社,1984年)め 「疏勒河流域漢代辺塞遺趾概述」(8～32頁)参 照。

36)注21)山 田勝芳 「衛士にづ いて」(312～319頁)参 照。

37)呉 勅願 「敦煙懸泉適地簡憤整理簡介」(「敦燵研究』1999年 第4期,98～106頁)参 照。.また」甘粛

省文物考古研究所 「敦煙懸泉漢簡釈文選」(『文物』・2000年第5期,27～45頁)に 紹介 された漢簡

(190DXTO309③;237)に は,「 河東 ・南陽 ・穎川 ・'上党 ・東郡 ・清陰 ・魏郡 ・潅腸国」 の戌卒が

敦煙 ・酒泉郡 に送 られていたことが記されている。

38)王 葬 期の簡の特徴については森鹿三 「展延出土の王葬簡」(「東洋学研究'居 延漢簡篇』同朋舎,

1975年,165～182頁),吉 村 昌之 「居延新出の王葬簡について」(『史泉』74,・1991年,17～44頁),

饒宗願 ・李均明 『新葬簡輯誼』(新 文豊出版公司,1995年)参 照。

39)展 延漢簡で関東以外の地域出身者の可能性を持つ簡に,一 連の肩水都尉府出土漢中郡出身者簡(7

例,90・18/70,90・25/513・26,90・29,90・48,90・49/89/68,90・66,90・76)が あるが,

本稿ではこれ らを戌 ・田卒簡と判断しなかった。卒 とすべき明確な記述がな く,90・49/89/68簡

に 「右校假卒史漢中口口口高居里趙図」 と,明 確に卒以外の職名が記されているため,他 の簡 も卒で

はない可能性が高いと考えたためである。

40)前132年 に 「河水決渡場,氾 郡十六。発卒十万救決河。」(『漢書』巻六武帝紀),前29年 に 「河果

49



高村 武幸

決於館陶及東郡金隈浸溢寛 ・予,入 平原 ・千乗 ・済南,凡 灌四郡三十二県,(下 略)」(『漢書』巻二九

溝油志)な ど,魏 郡 ・東郡付近で決壊 した例がある。武帝期を中心とした黄河水害の実態については,

浜川(佐 藤)栄 「瓠子の 「河決」一前漢 ・武帝期の黄河の決壊一」(『史滴』14,1993年,20～34頁)

参 照。それによると,前132年 の黄河決壊が原因となり,そ の後准北平野地帯が大きな被害を受けた

という。

41)池 田雄一 「前漢時代における徒辺民について」(『白山史学』12,1966年,22～36頁)参 照。

42)1993年 発見。連雲港市博物館 ・中国社会科学院商用研究中心 ・東海県博物館 ・中国文物研究所共

編 『サ湾漢墓簡腰』(中 華書局,正997年,本 腰五正面は図版16頁 ・釈文96～99頁)。 本稿に関連す

る部分を以下に掲げる。なお,『郷 ・平曲 ・司書はいずれも東海郡に属した県である。

鄭獄丞司馬徹正月十三日送罰戌上谷(木 履五正面第1欄 第11行)

郊 左尉孫厳九月廿一日送罰戌上谷(同 上第12行)

平 曲丞胡母欽七月七日送健民敦煙(木 順五正面第2欄 第3行)

司吾丞北官憲十月五日送罰戌上谷(同 上第4行)

この木腰五正面については,紙 屋正和 「サ湾漢墓簡順 と上計 ・考課制度」(「福岡大学人文論叢」29-

2,1997年,ll35～ll85頁)・ 西川利文 「ヂ湾漢墓簡順三 ・四号本腰について一その復元を中心 とし

て一」(『鷹陵史学』24,1998年,45～81頁),同 「歩湾漢墓簡憤の基礎的研究一三 ・四号木履の作成

時期を中心として一」(仏 教大学 『文学部論集』83,1999年,1～16頁)参 照。

43)30年 代 簡の統計を用いた研究として,黄 今言 「辺防軍的成{分和地区来源」(『秦漢軍制史論』第五

章三,江 西人民出版社,1993年,196～202頁)が ある。

44)注2)西 村 論考参照。ただ し応募兵や施刑屯士の如 き刑徒兵も存在 したことは西村説の通りである。

45)注21)山 田著書第四章第四節二 「秦 ・前漢期の 「更」補足」(339～341頁)参 照。

46)大 櫛敦弘 「前漢 「畿輔」制度の展開」(『出土文物による中国古代社会の地域的研究』平成二 ・三年

度科研費報告書,1991年,87～106頁),同 「秦代国家の統一支配一主 として軍事的側面 から一」

(『「史記」・「漢書」の再検討と古代社会の地域的研究』平成五年度科研費報告書,1994年,113～131

頁),注1)大 櫛論考参照。

なお,本 稿で用いた出土史料のテキス トは以下の通りである。

1930年 代層延漢簡

① 労幹 『居延漢簡 図版之部』中央研究院歴史語言研究所専刊之二十一1957年(写 真)

② 謝桂華 ・李均明 ・朱国紹 『居延渡簡釈文合校』文物出版社,1987年(釈 文)

1970年 代居延漢簡

甘露省文物考古研究所 ・甘粛省博物館 ・文化部古文献研究室 ・中国社会科学院歴史研究所編 『展延

新簡 甲渠候官与第四燧』中華書局,1994年(写 真 ・釈文とも)

敦 煙漢簡

① 大庭脩 「大英図書館蔵 敦煙漢簡』同朋舎,1990年

② 呉勅願 ・李永良 ・馬建華釈校,甘 粛省文物考古研究所編 「敦煙漢簡釈文』甘露人民出版社,

1991年

③ 甘露省文物研究所編 『敦燵漢簡』中華書局,1991年

※釈文は②に,写 真は③によったが,① も参照した。

本文中で用いた記号は,□ が簡の切断,□ が釈読不能の一字を,=が 前行か らの連続を意味

する。

(2000年4月17日 受付,2000年4月24日 受理)
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前漢西北辺境と関東の戌卒

附表①戌卒簡(つづき)附表①戌卒簡

簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代 簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代
3・35 魏 内(黄) 愛書(一 部) A8 242・35 済 陰 定 陶 名 籍a A33
7・24 潅 腸 城 父 被 兵 籍a A33 262・32 魏 鄭 名 籍a A8
7・31 巨 鹿 広 阿 A33 266・24 魏 検 A8

13・9A 済 陰 定 陶 名 籍9 A33 268・45 准 陽 名 籍a A33
14・2 東 博 平 被 兵 籍a A33 273・21 潅 腸 長 平 被 兵籍a AlO
15・2 済 陰 成 陽 A32 282・5 東 臨 邑 貸 売名 籍 A8
15・22 汝 南 西 平 出入記 録 A32 285・25 河 東 安 邑 被 兵 籍c A8
28.10 (魏) 鄭 A8 287・10 東 東 阿 援 兵簿a A8
28・14 南 陽 被 兵 籍c A8 287・13 東 臨 邑 貸 売名 籍 A8
32・7 穎 川 鄭 A32 299・28 潅 腸 苦 名 籍a A33

34・14 魏 検 A8 311・12 魏 貝 丘 名 籍a A8

35.6 梁 蒙 責 名 籍 A8 311・20 魏 貝 丘 貸 売名 籍 A8
35・23 河 東 北 屈 名 籍a A8 311・28A (頴川) 定 陵 検 A8

38・40 魏 繁 陽 名 籍a A8 326・8A 南 穰 検 A8

42・22 東 卿 城 被 兵 籍a A8 327・11 南 陽 冠 軍 名 籍a A8

44・28 河 東 陽 □ 名 籍a A8 336・44 汝 南 西 華 名 籍 ・a A33
45・27 陳 留 平 丘 名 籍a A8 346.1 趙 郡 郵 名 籍a A33

48・19 魏 検 A8 346・5 趙 郡 邸 名 籍a A33

49・32 南 陽 魯 陽 名 籍9 A8 349・24 潅 腸 扶 溝 名 籍a A33

50・15 趙 郎 邸 名 籍a A32 418・2 魏 内 貸 被 兵籍? Al 五鳳
50・16 梁 己 氏 名 籍a A32 484・47 穎 川 嚢 城 名 籍a A8

50・29 梁 己 氏 名 籍a A32 491・3 潅 腸 柘 名 籍a A35

52・58 東 柳 城 貸 売文 書 A8 509・26 清 陰 定 陶 被 兵 籍b A35
65・1 潅 腸 苦 名 籍a A33 511・12 梁 腔 腸 名 籍a A35

67・5 魏 館 陶 名 籍a A8 512・24 昌 邑 西 郁 被 兵 衛a A35
67・24 陳 留 長 垣 名 籍a A8 522・21 昌 邑 東 口 名 籍a A35

67・25 陳 留 封 丘 名 籍a A8 533・2 河 東 皮 氏 名 籍a A25

82・10 魏 元 城 被 兵 簿a A8 540・6 潅 腸 扶 溝 名 籍a A33

83・2 魏 摯 陽 検 A21 562・16 東 東 阿 被 兵 籍a A33
85・38 河 東 A8 576・1 南 陽 A8

100・1 東 東 阿 検 A33 T4.92 潅 腸 責 名 籍 A8
101・34 南 陽 舞 陰 名 籍a A8 TlOユ8 河 東 安 邑 名 籍a A8

曾

ll2・27 魏 内 黄 貸売 名 籍 A8 T40.187 済 陰 寿 A8

118・18 東 A33 地節 T50.43A 南 陽 郡 名 籍a A8
118・29 鍾 鹿 広 阿 名 籍a A33 本始 T50.142 魏 武 安 名 籍a A8
126・27A 済 陰 呂 都 A33 T50.143 南 陽 A8

127・14 魏 検 A8 T51.26 (魏) 内 黄 名 籍a A8
140・3 梁 雅 陽 出入 記 録 A32 T51.67 河 東 孤 被 兵 籍b A8
140・15 河 東 皮 氏 名 籍a A32 T51。68 魏 清 淵 被 兵 籍a A8
146.3 東 畔 名 籍a A32 T51.84 東 脚 成 貸 売 名 籍 A8
149・9 潅 腸 名 籍a A35 T51.86 河 東 北 屈 名 籍9 A8
149・46 汝 南 灌 腸 名 籍a A35 T51.102 魏 陰 安 病卒 名 籍 A8
149.60 田 口日 巴 A35 T51ユ11 東 清 被 兵 簿a A8
149・64 潅 腸 名 籍a A35 T5L112 東 清 被 兵 籍a A8
159・1 陳 留 平 丘 被 兵 籍a A8 T5Lll3 魏 鄭 被 兵 籍a A8
159・5 魏 斥 丘 検? A8 T51.122 陳 留 傭 貸売 名 籍 A8
159・24 魏 館 陶 病卒 名 籍 A8 T51.125 魏 内 黄 貰 売名 籍 A8
170・2 弘 農 陸 渾 名 籍9 A21 T51.149 南 陽 宛 検 A8

173・29 魏 陰 安 A8 T51.216 河 東 長 修 名 籍a A8
179・2A 梁 腔 腸 検 A33 T51.249 (山陽) 鄭 貴 名 籍 A8
183・7 清 陰 定 陶 A33 T51.297 魏 梁 期 検 A8

185・14 南 陽 葉 名 籍a A8 T51.305 南 陽 堵 陽 名 籍 A8

198・18 魏 館 陶 検 A8 T5L372 東 須 昌 被 兵 籍a A8

198・21 魏 繁 陽 名 籍a A8 T51.378 魏 鄭 被 兵 籍b A8
210.26 河 東 安 邑 検 A8 T51.383 魏 陰 安 A8

212・104 汝 南 召 陵 名 籍a A32 T51.384 頴 川 臨 頴 A8

214・7. 河 南 成 皐 被 兵 籍a A8 T5L385 穎 川 許 名 籍a A8

214・31 南 陽 検 A8 T5L441 魏 武 ・安 検 A8

236・17 清 陰 定 陶 名 籍a A33` T51.450 魏 検 A8
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附表①戌卒簡(つ づき)附表①戌卒簡(つ づき)

簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代 簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代
T51.454 魏 検 A8 T58.8・ 東 白 馬 名 籍a A8
T51.490 東 楽 昌 名 籍a A8 T58.31 河 内 .共 被 兵 籍a A8
T51.497 魏 ・ 都 名 籍a A8 T59.7 魏 内 ・黄 責 名 籍 A8 .

T51.584 魏 梁 期 名 籍a A8 T59.10 魏 陰 安 病卒 名 籍 A8
T5L598 魏 名 籍a A8 T59.11 東 臨 邑 被 兵 籍a A8
T5L682 魏 内 黄 名 籍a A8 T59.48 魏 元 城 被 兵 籍a A8
T5L700 魏 暦 名 籍a A8 T59.363, 河 東 皮 氏 検 A8

」

T52.5 東 臨 邑 被 兵 簿a A8
,

T59.364A 南 陽 杜 術 検 A8

T52.44 南 ・陽 浬 陽 A8. 河平 T59.365 河 東` 緯 検 ・ A8

T52.92 南 陽 穣 被 兵 籍c A8 F

T59.37i・ 東 検' A8

T52.93 南 陽 穰 被 兵 籍c A8 ・ T59.676 魏 検 A8

T52.94 南 陽 穰 被 兵 籍c A8 T65.379 河 東 緯 名 籍a A8 ●

T52.128 南 陽 杜 術 責 名 籍 A8 T65.449 魏 館 陶 被 兵 籍a A8
T52.227' 東 清 名 籍9 A8 F22.326 新 平 苦 A8 P

T52.24( 南 陽 杜 術 責 名 籍 A8 E.P.C3 南 陽 背 腸 貸売 文 書 A8
T52.479. 魏 貝 丘 名 籍a A8 EP.C20 南 陽 名 籍a A8
T52.494 魏 郷 検 A8 E.P.C34 南 陽 武 当 出入 記 録 A8 凸

T52.571 東 東 阿 名 籍a A8 」 S4T2.11 河 東 緯 被 兵 簿b Pl
「

T52.626 准'陽 A8 附表②車父簡
T53.4 魏 元 城 名 籍a A8
T53.5 魏 元 、成 名 籍a A8. 簡 番 号 、郡国 ・

.県 簡の書式 地点 年代
T53.6. 魏 元 成 名 籍a A8 67・2 (東) 白 馬 被 兵 籍a A8 .

T53.31 魏 貝 丘 名 籍a A8 72.42 南 陽 新 野 A8

T53.171 (魏) 元 城 A8 101・29' 魏 内 黄 A8

T53.187 魏 陰 安 名 籍a A8.
.

145・4 (南陽) 新 野 A8

T53.208 魏 検 A8 .

257・1. (南陽) 順 陽 .検? A8

T53.309 東 臨 邑 A8幽 303・6.1 梁 目住 陽 被 兵 籍a A35
T56.10 東 柳 成 貸売 名 籍 A8 T5.108 (河東) 長 修 A8 冒

T56.69 (河内) 修 武 被 兵 籍c A8 T8.9 河 東 昆 椙 A8

T56.86「 山 陽 被 兵 籍c A8 Tll.7・ (頴川) 長 社 A8

T56.92 魏 貝 丘 名 籍a A8 T51.251」 南 陽 葉 被兵 籍? A8
T56.95 魏 内 黄 名 籍a A8 , T56.68 (頴川) 父 城 被兵 籍? A8
T56.97 魏 貝 丘 名 籍a A8 T56.138B (魏) 貝 丘 A8・

T56.102 魏 貝 丘 名 籍a A8 T57.60' (南陽) 新 野 被 兵 籍a A8
T56.106 東 清 名 籍a A8

'

附表③田卒
T56.110 魏 貝 丘 名 籍a A8

T56ユ48 魏 内 黄 A8 簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代
T56.15( (魏) 貝 丘 被 兵 籍a A8 11・2 潅 腸 新 平 名 籍a A33

T56.170 魏 館 陶 検 A8 ll・18 大 河 東平陸 名 籍a A33

T56.171 魏 館 陶 検 A8 19・36 昌.邑 那 被 兵 籍b A35幽
T56.172 魏 検? A8 19・40 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35
T56.180 ・ 魏 (館陶) 検 A8 19・41 潅 腸 長 平 被 兵 籍 ・b A35
T56.19]. 、 東 貝 丘 名 籍a A8 37・38 東 清 出入 記 録 A32
T56.216 魏 内 黄 名 籍a A8 43・24 東 東 阿 出入 記 録 A32
T56.219 東 ・ 清, 名 籍a A8 82・9 魏 貝 丘 被 兵 籍a A8
T56.224 魏 貸売名籍? A8

酢

90・53 昌 邑 方 図 A35

T56.268 東
層清
名 籍a A8 113・1 魏 黎 陽 被 兵 籍a A8

T56.269 魏 貝 丘 名 籍a A8 5 119・1 魏 武 安 A32

T56.333 東 臨 邑 名 籍 ・・a A8 120・25 汝 南 平 輿 L A35

T57.2 魏 貝 丘 被 兵 簿 ・aA8. 120・32 汝 南 呉 図 、 A35'

T57.4i 東 白 馬 被 兵 籍a A8 元康 121・29 魏 □ 陽 A32

T57.56 東 白.'馬 名.籍.a A8 182・40 准 陽 長 平 A35

T57.63, 東 白 馬 名 籍a A8. 218・13 河 南 宛 陵 名 籍a A32 F

T57.66 上.党 葵 A8 . 293・5 平 干 裏 垣 病 卒 名 籍 A35 本始
T57.85 頴 川 長 枝 愛書(一 部) A8 293・7 潅 腸 莱. A35 本給
T57.103 魏 清 淵 名'籍a A8' 髄 303・13・ 大 河 平 富 名'籍.g A35

T58.1! 東 白 馬 名 籍'a A8 303・34 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35 ・

T58.6・ 魏 貝 丘 被 兵 簿a A8'・ 303・40. 昌 邑 郁 被 兵 籍c A35 ,

T58.i 東 白 馬 名 籍a A8 303・46.. .潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35 .
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前漢西北辺境と関東の戌卒

附表③田卒(つ づき)附 表④張腋郡出身戌卒簡(つ づき)

簡 番 号 郡国 県 簡の書式 地点 年代 簡 番 号 県 里 簡の書式 地点 年代

303・47
田 口日 巴 耶 被 兵籍c A35

'T4
.5 展 延 昌 被 兵 籍c A8

334・7 東 A32. T7.38 展 延 平 明 名 籍a A8
497・21 大 河 任 城 名 籍a A35 T8.4 (居延) 昌 名 籍a A8
498・ll 大 河 瑠 丘 名 籍a A35 T40.41 居 延 陽 A8

498・14A・B 潅 腸 麗 堂 被 兵 籍b A35 T5L209 牒 得 安 成 被 兵 籍a A8
501・1

田 口
日 巴 湖 陵 名 籍a A35 T59.838・ 牒 得 成 漢 名 籍a A8

504・6 汝 南 平 輿 名 籍a A35 T65.145 (居延) 鳴 沙 家 属名 籍 A8
504・8 潅 腸 長 平 名 籍a A35 T65.322 際 得 敬 老 被 兵 籍b A8
509・1 大 河 東平陸 名 籍a A35 T65.346 展 延 孤 山 名 籍a A8
509・2 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35 T65.453 (展延) 昌 名 籍a A8
509・6 潅 腸 長 平 援 兵 簿c A35 T65.460 (居延) 安 国 名 籍a A8
509・7 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35 T65.466 (展延) 累 山 名 籍a A8
509・10 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35 T65.478 (展延) 当 遂 家 属名 籍 A8
509・18 潅 腸 長 平 名 籍a A35 T65.497 (展延) 安 国 名 籍a A8
509・27 潅 腸 長 平 名 籍a A35 附表⑤敦煙漢簡の戌卒
509・30

日'「 コ
日 巴 那 被 兵 衛c A35

510・15 潅 腸 A35 郡国名 数 簡 番 号
510・29

田 口
目 巴 西 郁 名 籍a A35 武都郡 14

511・33 済 陰 定 陶 名 籍a A35
511・37

日 ロ
日 巴 束 緒 名 籍a .A35

馬 圏 湾T5.219,215,216,217,

218,,219,225,229,230,231,

233,Tl2.51,52,53
512・4 汝 南 平 輿 名 籍a A35

513.8 目 口日 巴 郁 名 籍a A35 河東郡. 8
513・20

日 ロ日 巴 束 緒 名 籍a A35
T.VI.b.i85,97,122,154,214

馬 圏 湾T5.221,T8.3],T9.103
513・28 潅 腸 長 平 被 兵 籍c A35
513・31

田 口
日 巴 名 籍a A35 敦煙郡 6

513・35
田 口日 巴 郁 名 籍a A35

T.XV.a.v.14

馬 圏 湾T5.211,213,228,T6.113,'

T9。50514・31 潅 腸 扶 溝 名 籍a A35

514・42
目 口日 巴 西 那 名 籍a A35・

515・23
目 口
日 巴 西 郁 名 籍a A35

頴川郡 6

515・25 潅 腸 長 平 名 籍a. A35

T.VLbi220,T.XV.a.111.24,

T.XXIII.c.016・

馬 圏 湾T9.49,61

懸 泉 置DQ.¢17

515・42 大 河
.暇 丘
名 籍a A35

515・50 潅 腸 長 平 名 籍9 A35

516・12 汝 南 名 籍a A35

517・15 済 陰 庫 丘 名 籍a A35 }
清陰郡 3 蘇 油 土81D38.50,51,52

1

520・3 済 陰 定 陶 名 籍a A35 上覧郡.3

523・10 汝 南 西 平 名 籍a A35

T.XV.a.v.5,TXVIIN.4

馬 圏 湾Tl2.11]

523・11 汝 南 名 籍a A35

T5L451 魏 貝 丘 検 A8 酒泉郡 1 馬 圏 湾T9.58

附表④張抜郡出身戌卒簡 河南郡 1 T.VI.b.i.10

簡 番 号 県 里 簡の書式 地点 年代 西郡?
1 懸 泉 置D.Q℃.10

33・12 縢 得 成 漢 被 兵 籍a A8
52・13 (展延) 当 遂 名 籍a A8

55・6 展 延 平 明 名 籍a A8

58・17 縢 得 安 成 名 籍a A8

73・15 展 延 陽 名 籍a A8

78・3 展 延 名 籍a A8

132・3 居 延 昌 名 籍a A8

133・9 居 延 当 遂 名 籍a A8

137・2 展 延 昌 名 籍a A8
188・15 展 延 当 遂 名 籍a A8

備考

①70年 代簡の簡番号 は 「E.P.」を省略 した

② 「郡国 ・県」欄 で()内 の もの は記載 が 完全 では な
いが簡の記載か ら筆者が推 定 し補 った ものであ る

③ 「簡 の書 式」分類 に際 し以下の論考 を参考 に した。

名籍(吏 卒名籍)8,g・ 被兵籍(戌 卒被兵籍)ab,c・

出入記録(関 所 出入記録)・ 病卒名籍

永田英正 「居延漢簡 の集成二一 地湾(ウ ラ ン・ドルベ ル

ジン),博 羅松治(ポ ロ・ッォンチ),瓦 因托 尼(ワ イ

ン・トレイ),大 湾(タ ラリンジン・ドルベ ル ジ ン)出

土簡」(本 文注11)永 田著書第一部第二章)

責名籍 ・貸売名籍 ・貰売 関係文書

角谷常子 「展延漢簡 にみえ る貸売関係簡についての一考

察」(r東 洋史研究』52-4,1994年)

鷹取祐司 「漢代 の裁判文書 『愛書』 一戌卒によ る売買 を

手掛か りに一」(『史林』80-6,1997年)

検

大庭脩 「「検」の再検討」(本 文注32)大 庭著書第五章)

④ 「地 点」欄はその簡の発掘地点 を示 す

⑤ 「年 代」欄はその簡 に記 され ていた年号 を記 す

188・32 展 延 孤 山 名 籍a A8
194・18 展 延 当 遂 名 籍a A8
214・126 躁 得 益 昌 被.兵籍a A8
220・10 居 延 広 都 名 籍a A8
224・28 展 延 安 国 名 籍a A8
233・8 (展延) 黒 山 名 籍a A21
286・14 居 延 昌 名 籍a A8

287.24 礫 得 安 国 被 兵 籍d A8 初元
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高村 武幸

TheGuardsoftheNorthwestBorderandGuandong

oftheFormerHanDynasty

ThroughanExaminationoftheBirthplacesoftheSoldiers

asnotedintheJuyanHanWoodenStrips

TAKAMURATakeyuki

ThecompositionofthedefenseforcesalongthenorthwesternborderoftheFormer

Han前 漢Dynastyexperiencedperiodicchangesandthesoldierswhoweresentfromthe

Hexisijun河 西 四 郡region(presentdaywesternGansu甘 粛province)seemtohavecome

primarilyfromGuandong関 東,presentdayHenan河 南andShandong山 東provinces.

Thefollowingrecountsthereasonsfoundforthisregionalconcentrationasapparent

frominformationintheJuyanHanwoodenstrips居 延 漢 簡.

1)Thebirthinformationontheborderguardswasbasicallytabulatedandthebirth-

placesofsoldierswerethenarrangedbysquadron.BytheendoftheFormerHan,

therewasanincreaseinthenumberoflocalmenamongtheborderguards.

2)ThereisfrequentmentioninhistoricaldocumentsthatGuandongwashitbyaseries

ofcalamitiesanddisasters,andasmanyofthosehitbythesedisastersmovedasrefu-

geestotheHexisijunregion,acloserelationshipdevelopedbetweenGuandongand

Hexi.Further,thecapitalregionofGuanzhong関 中,presentdayShanxi陳 西province,

hadbeenundertheruleofGuandongsincetheQin秦dynasty.Duringthisperiod

therewasthecustorh,orthepolicy,thatthepeopleofGuandongsupervisethenorth-

westborderdefensetroops.Thesethusseemtobethereasonsthatthebirthplacesof

theHexisijunsoldierswereconcentratedinGuandong.

Keywords:JuyanHanwoodenstrips,FormerHanNorthwestDefenseBorder,Hexisijun,Guard

troopsofGuandong
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